
月 木 月 木 月 月 木 月 木 月 木

４月 ５月 ６月 ７月 ８月
水 水 水 水 水 ☆ご注意下さい

　 美里支所住民室で手続きして下さい。

　･生ごみの申請をしていない方で、生ごみ以外の【もやすごみ】を

   出される場合は、ごみステーションに出して下さい。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月   ・「ごみの分別・出し方ガイドブック」を参考に分別して出して下さい。

水 水 水 水 水
  ･生ごみは、充分水切りをして下さい。

  ･ごみの減量及びカラス等による、ごみの散乱防止にご協力下さい。
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  ･収集日当日、午前７時までに所定の場所に出して下さい。
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☆　　　マークが付いたもの
☆その他不燃ごみ
☆粗大ごみ
☆古紙

◇缶・金属類
◇ビン類
◇ペットボトル
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４月 ９月

ご み 収 集 日 程 表 【 国吉地区（滝ノ川）】
《令和８年４月から令和８年９月まで》　　※令和８年１０月から令和９年３月までは裏面
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20

お問い合わせ先　紀美野町役場 美里支所 住民室　（電話　４９５－３４６４）

　･生ごみを新規で出す場合は、申請が必要です。

　 祝日もごみ収集を行います。

　 ごみは、野焼きせず、収集日に出して下さい。

8

  ･悪天候等で収集できない場合は、防災行政無線でお知らせいたします。
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月 木 月 木 月 月 木 月 木 月 木

１０月 １１月 １２月 １月 ２月
水 水 水 水 水 ☆ご注意下さい

　･生ごみの申請をしていない方で、生ごみ以外の【もやすごみ】を

   出される場合は、ごみステーションに出して下さい。

１０月 １１月 １２月 １月 ２月   ・「ごみの分別・出し方ガイドブック」を参考に分別して出して下さい。

水 水 水 水 水   ･収集日当日、午前７時までに所定の場所に出して下さい。

  ･生ごみは、充分水切りをして下さい。
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１０月 ３月

ご み 収 集 日 程 表 【 国吉地区（滝ノ川）】
《令和８年１０月から令和９年３月まで》
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お問い合わせ先　紀美野町役場 美里支所 住民室　（電話　４９５－３４６４）

  ･悪天候等で収集できない場合は、防災行政無線でお知らせいたします。

　･生ごみを新規で出す場合は、申請が必要です。

　 祝日（１月１日から３日を除く）もごみ収集を行います。

　 ごみは、野焼きせず、収集日に出して下さい。

　 美里支所住民室で手続きして下さい。

  ･ごみの減量及びカラス等による、ごみの散乱防止にご協力下さい。

☆　　　マークが付いたもの
☆その他不燃ごみ
☆粗大ごみ
☆古紙

◇缶・金属類
◇ビン類
◇ペットボトル
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